
法律第百十二号（平二六・一一・一九） 

◎経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に

係る情報の提供等に関する法律 
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   第一章 総則 

 （目的） 

第一条 この法律は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定（以下

「オーストラリア協定」という。）の適確な実施を確保するため、オーストラリア税関

当局に対する申告原産品に係る情報の提供等を適正かつ確実に行うための措置を講じ、

もって我が国の輸出貿易の健全な発展に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 一 オーストラリア税関当局 関税法（昭和二十九年法律第六十一号）、関税定率法

（明治四十三年法律第五十四号）その他の関税に関する法律に相当するオーストラリ

アの法令を執行する当局をいう。 

 二 特定原産品 本邦からオーストラリアに輸出される物品であって、オーストラリア

協定第三・二条の規定に基づき本邦の原産品とされるものをいう。 

 三 特定原産品申告書 本邦からオーストラリアに輸出される物品が特定原産品である

ことをオーストラリア税関当局に対し申告する書類（その作成に代えて電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で

作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次号

において同じ。）を作成する場合における当該電磁的記録を含む。）であって、当該

物品を輸入する者、輸出する者又は生産する者がオーストラリア協定第三・十六条の

規定に基づき作成するものをいう。 

 四 特定原産品誓約書 本邦からオーストラリアに輸出される物品が特定原産品である

ことを誓約する書面（その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁

的記録を含む。）であって、当該物品に係る特定原産品申告書の作成の用に供するた

め、当該物品を輸出する者又は生産する者が当該特定原産品申告書を作成する者に交

付し、又は提供するものをいう。 

 五 申告原産品 本邦からオーストラリアに輸出された物品であって、特定原産品申告



書により当該物品が特定原産品であることをオーストラリア税関当局に対し申告され

たものをいう。 

   第二章 申告原産品に係る情報の提供等 

 （情報提供等） 

第三条 財務大臣は、オーストラリア税関当局から申告原産品が特定原産品であるか否か

についての確認に資すると認められる情報の提供を求められたときは、政令で定める期

間内に、その求めに応じなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場

合は、この限りでない。 

 一 オーストラリア税関当局が、我が国が行う当該情報の提供に相当する情報の提供を

我が国に対して行うことができないと認められるとき。 

 二 我が国がこの項の規定により提供する情報についてオーストラリアにおいて秘密の

保持が担保されていないと認められるとき。 

 三 我が国がこの項の規定により提供する情報が当該確認に資する目的以外の目的で使

用されるおそれがあると認められるとき。 

 四 当該情報の提供を行うことが我が国の利益を害することとなるおそれがあると認め

られるとき。 

 五 当該情報に特定原産品申告書又は特定原産品誓約書を作成した者その他の関係者の

秘密を害するおそれのある情報が含まれている場合において、当該情報をオーストラ

リア税関当局に提供することについてその者の同意がないとき。 

２ 財務大臣は、前項の求めがあったときは、速やかに、その旨を経済産業大臣に通知す

るものとする。 

３ 財務大臣は、第一項本文の規定により同項の求めに応じようとするとき、又は同項た

だし書の規定により同項の求めに応じないこととするときは、あらかじめ、経済産業大

臣に協議し、その同意を得なければならない。 

 （書類の保存） 

第四条 本邦からオーストラリアに輸出される物品を輸出する者又は生産する者で当該物

品に係る特定原産品申告書を作成した者は、当該物品に関する書類で政令で定めるもの

を、当該特定原産品申告書の作成の日から五年間、保存しなければならない。ただし、

当該特定原産品申告書をオーストラリアの関税の譲許の便益の適用を受けるための申告

の用に供しないこととなったときは、この限りでない。 

２ 本邦からオーストラリアに輸出される物品を輸出する者又は生産する者で当該物品に

係る特定原産品誓約書を作成した者は、当該物品に関する書類で政令で定めるものを、

当該特定原産品誓約書の作成の日から五年間、保存しなければならない。ただし、当該

特定原産品誓約書を特定原産品申告書の作成の用に供しないこととなったとき、又は当

該特定原産品誓約書に基づき作成された特定原産品申告書をオーストラリアの関税の譲

許の便益の適用を受けるための申告の用に供しないこととなったときは、この限りでな



い。 

   第三章 雑則 

 （資料の提出及び立入検査等） 

第五条 財務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定原産品申告書若しくは

特定原産品誓約書を作成した者その他の関係者に対し、資料の提出を求め、又はその職

員に、これらの者の事務所その他の必要な場所に立ち入らせ、質問させ、若しくは書類

その他の物件を検査させることができる。 

２ 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、その職員に、前項の規定による質問又

は検査に立ち会わせることができる。 

３ 第一項の規定により職員が立ち入るとき、又は前項の規定により職員が立ち会うとき

は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 

４ 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解しては

ならない。 

 （農林水産大臣及び経済産業大臣との協力） 

第六条 財務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、農林水

産大臣及び経済産業大臣に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力

を求めることができる。 

２ 農林水産大臣及び経済産業大臣は、必要があると認めるときは、この法律の施行に関

し、財務大臣に対し、意見を述べることができる。 

 （権限の委任） 

第七条 この法律に規定する財務大臣の権限は、政令で定めるところにより、税関長に委

任することができる。 

２ 税関長は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を税関の支

署その他の税関官署の長に委任することができる。 

３ この法律に規定する経済産業大臣の権限は、政令で定めるところにより、経済産業局

長に委任することができる。 

 （政令への委任） 

第八条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定

める。 

   第四章 罰則 

第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 

 一 虚偽の記載又は記録をした特定原産品申告書を交付し、又は提供した者 

 二 虚偽の記載又は記録をした特定原産品誓約書を交付し、又は提供した者 

第十条 第五条第一項の規定による資料の提出の求めに対し、正当な理由がなくこれに応

じず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、

若しくは虚偽の陳述をし、若しくは正当な理由がなく検査を拒み、妨げ、若しくは忌避



した者は、三十万円以下の罰金に処する。 

第十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法

人又は人に対しても、各本条の刑を科する。 

   附 則 

 この法律は、オーストラリア協定の効力発生の日から施行する。 

（財務・内閣総理大臣署名） 


